
令和６年３月２１日条例第４号 

   所沢市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」

という。）第６８条の２第１項の規定に基づき、都市計画法（昭和４３年

法律第１００号）第２０条第１項の規定により告示された地区計画の区域

のうち、地区整備計画が定められている区域（以下「地区整備計画区域」

という。）内の建築物の敷地、構造又は用途に関する制限を定めることに

より、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保すること

を目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令（昭和２

５年政令第３３８号。以下「令」という。）の定めるところによる。 

 （適用区域） 

第３条 この条例の規定の適用を受ける地区整備計画区域の名称及び区域

は、別表第１に定めるとおりとする。 

 （建築物の用途の制限） 

第４条 前条に規定する区域内においては、別表第２に掲げる地区整備計画

区域に応じ、それぞれ同表の建築物の用途の制限の項に定める建築物は、

建築してはならない。 

 （建築物の容積率の最高限度） 

第５条 建築物の容積率は、別表第２に掲げる地区整備計画区域に応じ、そ

れぞれ同表の建築物の容積率の最高限度の項に掲げる数値以下でなけれ

ばならない。 

２ 前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、法第

５２条第３項、第４項及び第６項並びに令第２条第１項第４号ただし書

（同条第３項が適用される場合を含む。）の規定により建築物の容積率の

算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされた建築物の部分の床

面積は、算入しない。 

 （建築物の建蔽率の最高限度） 

第６条 建築物の建蔽率は、別表第２に掲げる地区整備計画区域に応じ、そ

れぞれ同表の建築物の建蔽率の最高限度の項に掲げる数値以下でなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定を適用する場合において、法第５３条第３項第２号の規定に

該当する建築物であっても、別表第２に掲げる地区整備計画区域に応じ、

それぞれ同表の建築物の建蔽率の最高限度の項に掲げる数値に１０分の

１を加えたものをもって同項に掲げる数値とすることはできない。 



 （建築物の敷地面積の最低限度） 

第７条 建築物の敷地面積は、別表第２に掲げる地区整備計画区域に応じ、

それぞれ同表の建築物の敷地面積の最低限度の項に掲げる数値以上でな

ければならない。 

２ 法第８６条の９第１項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面

積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用され

ている土地で、前項に適合しなくなるもの又は現に存する所有権その他の

権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合し

ないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合に

は、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する

土地については、この限りでない。 

 ⑴ 法第８６条の９第１項各号に掲げる事業の施行により面積が減少し

た際、当該面積の減少がなくとも前項の規定に違反していた建築物の敷

地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するな

らば同項の規定に違反することとなった土地 

 ⑵ 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権

利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合す

るに至った土地 

３ 前項の規定は、別表第１に定める区域のうち、三ケ島工業団地周辺地区

地区整備計画区域内の建築物の敷地については、適用しない。 

４ 第１項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されて

いる土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の

権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合し

ないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合に

は、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する

場合には、この限りでない。 

 ⑴ 第１項の規定を改正する条例による改正後の同項の規定に相当する

規定の施行又は適用の際、当該規定に相当する従前の規定に違反してい

る建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地とし

て使用するならば、当該規定に相当する従前の規定に違反することとな

った土地 

 ⑵ 第１項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の

権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、同項の規定に適合

するに至った土地 

５ 前項の規定にかかわらず、別表第１に定める区域のうち、三ケ島工業団

地周辺地区地区整備計画区域内の建築物にあっては、第１項の規定の施行

又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定



に適合しないものについて、その全部を一の敷地として使用する場合には、

同項の規定は、適用しない。 

 （壁面の位置の制限） 

第８条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面と敷地境界線等との距離は、

別表第２に掲げる地区整備計画区域に応じ、それぞれ同表の壁面の位置の

制限の項に掲げる数値以上でなければならない。 

 （建築物の高さの最高限度） 

第９条 建築物の高さは、別表第２に掲げる地区整備計画区域に応じ、それ

ぞれ同表の建築物の高さの最高限度の項に掲げる数値以下でなければな

らない。 

２ 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの

最高限度が定められている場合における当該各部分の高さを算定する場

合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類す

る建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の８

分の１以内の場合においては、その部分の高さは、１２メートル（別表第

１に定める区域のうち、東所沢ところざわサクラタウン周辺地区地区整備

計画区域内においては、５メートル）までは、前項に規定する建築物の高

さに算入しない。 

３ 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、第１項

に規定する建築物の高さに算入しない。 

 （建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置） 

第１０条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における

第４条又は第７条の規定の適用については、その敷地の過半が当該地区整

備計画区域に属するときは、その建築物又はその敷地の全部についてこれ

らの規定を適用する。 

２ 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における第５条

の規定の適用については、当該建築物の容積率は、別表第２に掲げる地区

整備計画区域又は当該地区整備計画区域の外の建築物の容積率の最高限

度にその敷地の当該地区整備計画区域内又は地区整備計画区域の外にあ

る各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下で

なければならない。 

３ 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における第６条

の規定の適用については、当該建築物の建蔽率は、別表第２に掲げる地区

整備計画区域又は当該地区整備計画区域の外の建築物の建蔽率の最高限

度にその敷地の当該地区整備計画区域内又は地区整備計画区域の外にあ

る各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下で

なければならない。 



４ 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における第８条

又は前条の規定の適用については、これらの規定における制限を受ける当

該地区整備計画区域内に存するその建築物の部分についてこれらの規定

を適用する。 

５ 前項の規定にかかわらず、別表第１に定める区域のうち、西武秋津団地

地区地区整備計画区域内の建築物における前条の規定の適用については、

第１項の規定を準用する。 

（建築物の敷地が地区整備計画区域内の２以上の地区にわたる場合の措

置） 

第１１条 建築物の敷地が別表第２に掲げる地区整備計画区域内の２以上

の地区にわたる場合における第４条又は第７条の規定の適用については、

その建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半の属する地区に

係る規定を適用する。 

２ 建築物の敷地が別表第２に掲げる地区整備計画区域内の２以上の地区

にわたる場合における第５条の規定の適用については、当該建築物の容積

率は、同条の規定による当該各地区内の建築物の容積率の最高限度にその

敷地の当該地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて

得たものの合計以下でなければならない。 

３ 建築物の敷地が別表第２に掲げる地区整備計画区域内の２以上の地区

にわたる場合における第６条の規定の適用については、当該建築物の建蔽

率は、同条の規定による当該各地区内の建築物の建蔽率の最高限度にその

敷地の当該地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて

得たものの合計以下でなければならない。 

４ 建築物の敷地が別表第２に掲げる地区整備計画区域内の２以上の地区

にわたる場合における第８条又は第９条の規定の適用については、これら

の規定における制限を受ける当該地区内に存するその建築物の部分につ

いてこれらの規定を適用する。 

 （既存の建築物に対する制限の緩和） 

第１２条 法第３条第２項の規定により第４条の規定の適用を受けない建

築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合におい

ては、法第３条第３項第３号及び第４号の規定にかかわらず、第４条の規

定は、適用しない。  

⑴ 増築又は改築が基準時（法第３条第２項の規定により第４条の規定の

適用を受けない建築物について、法第３条第２項の規定により引き続き

第４条の規定 （当該規定が改正された場合においては改正前の規定を

含む。）の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。）

における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延



べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第

５２条第１項、第２項及び第７項並びに法第５３条の規定並びに第５条、

第６条、第１０条第２項及び第３項並びに前条第２項及び第３項の規定

（別表第１に定める区域のうち、所沢松が丘地区地区整備計画区域内の

建築物にあっては、法第５２条第１項、第２項及び第７項並びに法第５

３条の規定）に適合すること。 

⑵ 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の１．２倍を

超えないこと。  

⑶ 増築後の第４条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床

面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の１．２倍を超

えないこと。  

⑷ 第４条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器

等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量

の合計が基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の１．２倍

を超えないこと。 

⑸ 用途の変更（令第１３７条の１９第２項に規定する範囲内のものを除

く。）を伴わないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表第１に定める区域のうち、次に掲げる区

域内の建築物については、同項第４号の規定は、適用しない。 

⑴ 北野第二つばき苑地区地区整備計画区域 

⑵ 西武秋津団地地区地区整備計画区域 

⑶ 所沢松が丘地区地区整備計画区域 

⑷ 東所沢ところざわサクラタウン周辺地区地区整備計画区域 

３ 法第３条第２項の規定により第５条、第１０条第２項又は前条第２項の

規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又

は改築をする場合においては、法第３条第３項第３号及び第４号の規定に

かかわらず、第５条、第１０条第２項又は前条第２項の規定は、適用しな

い。 

⑴ 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に令第２条第１項第４号

ただし書に掲げる建築物の部分（別表第１に定める区域のうち、東所沢

ところざわサクラタウン周辺地区地区整備計画区域内の建築物にあっ

ては、エレベーターの昇降路の部分を含む。）となること。 

⑵ 増築前における令第２条第１項第４号ただし書に掲げる建築物の部

分（別表第１に定める区域のうち、東所沢ところざわサクラタウン周辺

地区地区整備計画区域内の建築物にあっては、エレベーターの昇降路の

部分を含む。）以外の部分の床面積の合計が基準時（法第３条第２項の

規定により第５条、第１０条第２項又は前条第２項の適用を受けない建



築物について、法第３条第２項の規定により引き続き第５条、第１０条

第２項又は前条第２項の規定（それらの規定が改正された場合において

は改正前の規定を含む。）の適用を受けない期間の始期をいう。次号に

おいて同じ。）における当該建築物の部分以外の部分の床面積の合計を

超えないこと。  

⑶ 増築又は改築後における令第２条第１項第４号ただし書に掲げる建

築物の部分のそれぞれの床面積の合計が同条第３項各号に掲げる建築

物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の

合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積（改築の場合において、

基準時における同条第１項第４号ただし書に掲げる建築物の部分のそ

れぞれの床面積の合計が同条第３項各号に掲げる建築物の部分の区分

に応じ、基準時における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める

割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における同条第１項

第４号ただし書に掲げる建築物の部分のそれぞれの床面積の合計）を超

えないこと。 

４ 前項の規定は、別表第１に定める区域のうち、所沢松が丘地区地区整備

計画区域内の建築物については、適用しない。 

５ 法第３条第２項の規定により第４条、第５条、第６条、第９条、第１０

条第２項及び第３項並びに前条第２項及び第３項の規定の適用を受けな

い建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合において

は、法第３条第３項第３号及び第４号の規定にかかわらず、第４条、第５

条、第６条、第９条、第１０条第２項及び第３項並びに前条第２項及び第

３項の規定（第４条の規定にあっては、用途の変更（令第１３７条の１９

第２項に規定する範囲内のものを除く。）を伴わないものに限る。）は、

適用しない。 

６ 前項の規定にかかわらず、別表第１に定める区域のうち、所沢松が丘地

区地区整備計画区域内の建築物にあっては、法第３条第２項の規定により

第４条、第６条、第９条及び第１０条第３項並びに前条第３項の規定の適

用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場

合においては、法第３条第３項第３号及び第４号の規定にかかわらず、第

４条、第６条、第９条及び第１０条第３項並びに前条第３項の規定（第４

条の規定にあっては、用途の変更（令第１３７条の１９第２項に規定する

範囲内のものを除く。）を伴わないものに限る。）は、適用しない。 

７ 第５項の規定にかかわらず、別表第１に定める区域のうち、東所沢とこ

ろざわサクラタウン周辺地区地区整備計画区域内の建築物にあっては、法

第３条第２項の規定により第４条、第５条又は前条第２項の規定の適用を

受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合に



おいては、法第３条第３項第３号及び第４号の規定にかかわらず、第４条、

第５条又は前条第２項の規定は、適用しない。 

 （公益上必要な建築物の特例） 

第１３条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造

上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、適用しな

い。 

２ 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、所

沢市建築審査会条例（昭和５５年条例第４２号）に基づく所沢市建築審査

会の同意を得なければならない。 

 （委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （罰則） 

第１５条 次の各号のいずれかに該当する者は、５０万円以下の罰金に処す

る。 

 ⑴ 第４条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主 

 ⑵ 法第８７条第２項又は第３項において準用する第４条の規定に違反

した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者 

 ⑶ 第５条、第６条、第７条、第８条又は第９条の規定に違反した場合に

おける当該建築物の設計者（設計図書を用いないで工事を施工し、又は

設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工

事施工者） 

２ 前項第３号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主

の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、

当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。 

 （両罰規定） 

第１６条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業

者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合において

は、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条第１項の罰金

刑を科する。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（所沢都市計画北野第二つばき苑地区地区計画の区域内における建築物

等の制限に関する条例等の廃止） 

第２条 次に掲げる条例は、廃止する。 

 ⑴ 所沢都市計画北野第二つばき苑地区地区計画の区域内における建築

物等の制限に関する条例（昭和６０年条例第２９号） 



 ⑵ 所沢都市計画西武秋津団地地区地区計画の区域内における建築物等

の制限に関する条例（平成元年条例第３４号） 

 ⑶ 所沢都市計画所沢松が丘地区地区計画の区域内における建築物等の

制限に関する条例（平成１３年条例第２７号） 

 ⑷ 所沢都市計画所沢三ケ島工業団地地区地区計画の区域内における建

築物等の制限に関する条例（平成１３年条例第４３号） 

 ⑸ 所沢都市計画東所沢ところざわサクラタウン周辺地区地区計画の区

域内における建築物等の制限に関する条例（平成２９年条例第２９号） 

（所沢都市計画北野第二つばき苑地区地区計画の区域内における建築物

等の制限に関する条例の廃止に伴う経過措置） 

第３条 この条例の施行の際、現に前条の規定による廃止前の所沢都市計画

北野第二つばき苑地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関す

る条例（次項において「廃止前の北野第二つばき苑地区の条例」という。）

第５条第２項の規定により同条第１項の規定の適用を受けない建築物の

敷地に関しては、同条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有

する。この場合において、同条第２項第１号中「改正後」とあるのは、「改

正（この条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する条例を制定するこ

とを含む。）後」と読み替えるものとする。 

２ この条例の施行の際、現に廃止前の北野第二つばき苑地区の条例第７条

第１項の規定により廃止前の北野第二つばき苑地区の条例の適用を受け

ない建築物に関しては、同項の規定は、この条例の施行後も、なおその効

力を有する。 

（所沢都市計画西武秋津団地地区地区計画の区域内における建築物等の

制限に関する条例の廃止に伴う経過措置） 

第４条 この条例の施行の際、現に附則第２条の規定による廃止前の所沢都

市計画西武秋津団地地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関

する条例（次項において「廃止前の西武秋津団地地区の条例」という。）

第６条第２項の規定により同条第１項の規定の適用を受けない建築物の

敷地に関しては、同条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有

する。この場合において、同条第２項第１号中「改正後」とあるのは、「改

正（この条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する条例を制定するこ

とを含む。）後」と読み替えるものとする。 

２ この条例の施行の際、現に廃止前の西武秋津団地地区の条例第８条第１

項の規定により廃止前の西武秋津団地地区の条例の適用を受けない建築

物に関しては、同項の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有す

る。 

（所沢都市計画所沢松が丘地区地区計画の区域内における建築物等の制



限に関する条例の廃止に伴う経過措置） 

第５条 この条例の施行の際、現に附則第２条の規定による廃止前の所沢都

市計画所沢松が丘地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関す

る条例（次項において「廃止前の所沢松が丘地区の条例」という。）第７

条第２項の規定により同条第１項の規定の適用を受けない建築物の敷地

に関しては、同条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

この場合において、同条第２項第１号中「改正後」とあるのは、「改正（こ

の条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する条例を制定することを

含む。）後」と読み替えるものとする。 

２ この条例の施行の際、現に廃止前の所沢松が丘地区の条例第１２条第１

項の規定により廃止前の所沢松が丘地区の条例の適用を受けない建築物

に関しては、同項の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。 

（所沢都市計画所沢三ケ島工業団地地区地区計画の区域内における建築

物等の制限に関する条例の廃止に伴う経過措置） 

第６条 この条例の施行の際、現に附則第２条の規定による廃止前の所沢都

市計画所沢三ケ島工業団地地区地区計画の区域内における建築物等の制

限に関する条例第１１条第１項の規定により同条例の適用を受けない建

築物に関しては、同項の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有

する。 

（所沢都市計画東所沢ところざわサクラタウン周辺地区地区計画の区域

内における建築物等の制限に関する条例の廃止に伴う経過措置） 

第７条 この条例の施行の際、現に附則第２条の規定による廃止前の所沢都

市計画東所沢ところざわサクラタウン周辺地区地区計画の区域内におけ

る建築物等の制限に関する条例第１１条第１項の規定により同条例の適

用を受けない建築物に関しては、同項の規定は、この条例の施行後も、な

おその効力を有する。 

（罰則に関する経過措置） 

第８条 附則第２条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用について

は、なお従前の例による。 

   附 則（令和７年３月１９日条例第１５号） 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

   附 則（令和８年３月２３日条例第１７号） 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条、第７条、第９条、第１０条、第１２条関係） 

 名称 区域 

１ 北野第二つばき苑 都市計画法第２０条第１項の規定により告示



地区地区整備計画

区域 

された北野第二つばき苑地区地区計画の区域

のうち、地区整備計画が定められた区域 

２ 

西武秋津団地地区

地区整備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示

された西武秋津団地地区地区計画の区域のう

ち、地区整備計画が定められた区域 

３ 

所沢松が丘地区地

区整備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示

された所沢松が丘地区地区計画の区域のうち、

地区整備計画が定められた区域 

４ 

東所沢ところざわ

サクラタウン周辺

地区地区整備計画

区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示

された東所沢ところざわサクラタウン周辺地

区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定め

られた区域 

５ 

三ケ島工業団地周

辺地区地区整備計

画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示

された三ケ島工業団地周辺地区地区計画の区

域のうち、地区整備計画が定められた区域 

６ 

椿峰地区地区整備

計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示

された椿峰地区地区計画の区域のうち、地区整

備計画が定められた区域 

７ 

フラワーヒル地区

地区整備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示

されたフラワーヒル地区地区計画の区域のう

ち、地区整備計画が定められた区域 

別表第２（第４条―第１１条関係） 

１ 北野第二つばき苑地区地区整備計画区域 

項目 基準 

建築物の

用途の制

限 

次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物 

⑴ 住宅（住戸の数が３以上の長屋を除く。） 

⑵ 住宅で次に掲げる用途を兼ねるもの 

 ア 事務所 

 イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗 

ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する

施設 

⑶ 共同住宅（住戸又は住室の数が３以上のものを除く。） 

⑷ 診療所 

⑸ 前各号に掲げる建築物に附属するもの 

建築物の

敷地面積

１２０平方メートル 



の最低限

度 

２ 西武秋津団地地区地区整備計画区域 

項目 基準 

建築物の

用途の制

限 

次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物 

⑴ 住宅（長屋で住戸の数が５以上のもの又は住戸の面積

が３０平方メートル未満のものを除く。） 

⑵ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ね

るもののうち、令第１３０条の３に定めるもの 

⑶ 共同住宅（住戸若しくは住室の数が５以上のもの又は

住戸若しくは住室の面積が３０平方メートル未満のもの

を除く。） 

⑷ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

⑸ 診療所 

⑹ 学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を

除く。）、図書館その他これらに類するもの 

⑺ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第１

３０条の４に定める公益上必要な建築物 

⑻ 前各号に掲げる建築物に附属するもの（令第１３０条

の５に定めるものを除く。） 

建築物の

敷地面積

の最低限

度 

１２０平方メートル 

建築物の

高さの最

高限度 

地盤面から９メートル 

備考 この表において「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する

位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差

が３メートルを超える場合においては、その高低差３メートル以内

ごとの平均の高さにおける水平面をいう 

３ 所沢松が丘地区地区整備計画区域 

項目 基準 

建築物の

用途の制

限 

次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物 

⑴ 専用住宅（長屋で住戸の数が２以下のものを含む。） 

⑵ 住宅で次に掲げる用途を兼ねるもののうち、延べ面積



の２分の１以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げるこ

れらの用途に供する部分の床面積の合計が５０平方メー

トル以内のもの 

 ア 事務所（汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車そ

の他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定する

もののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運

営するものを除く。） 

 イ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する

施設 

 ウ 美術品を製作するためのアトリエ（原動機を使用す

る場合にあっては、その出力の合計が０.７５キロワッ

ト以下のものに限る。） 

⑶ 診療所 

⑷ 公益上必要な建築物で次に掲げるもの 

 ア 郵便局（延べ面積が５００平方メートル以内のもの） 

 イ 路線バスの停留所の上家 

 ウ 巡査派出所 

 エ 公衆電話所 

 オ 水道事業の用に供するポンプ施設 

 カ ガスガバナーステーション 

 キ 公園内の休憩所及び防災用の備蓄倉庫 

⑸ 集会所 

⑹ 前各号に掲げる建築物に附属するもので物置、自動車

車庫その他これらに類するもの 

建築物の

容積率の

最高限度 

一般住宅地区 １０分の８ 

林間住宅地区 １０分の６ 

建築物の

建蔽率の

最高限度 

１０分の４ 

建築物の

敷地面積

の最低限

度 

一般住宅地区 １６５平方メートル 

林間住宅地区 ２７０平方メートル 



壁面の位

置の制限 

一般住宅地区 １メートル（建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面と敷地境界線との距離とす

る。）。ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合は、この限りでない。 

⑴ 出窓で１か所につき奥行き０.３メ

ートル以下で、かつ、長さの合計が３メ

ートル以下のもの 

⑵ 物置で軒の高さが２.３メートル以

下で、かつ、床面積の合計が５平方メー

トル以内のもの 

⑶ 自動車車庫で床面積が３０平方メー

トル以内のもの 

林間住宅地区 １．５メートル（建築物の外壁又はこれに

代わる柱の面と敷地境界線との距離とす

る。）。ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合は、この限りでない。 

⑴ 出窓で１か所につき奥行き０.３メ

ートル以下で、かつ、長さの合計が３メ

ートル以下のもの 

⑵ 物置で軒の高さが２.３メートル以

下で、かつ、床面積の合計が５平方メー

トル以内のもの 

⑶ 自動車車庫で床面積が３０平方メー

トル以内のもの 

建築物の

高さの最

高限度 

地盤面から１０メートル（建築物の各部分の高さは、当該

部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線まで

の真北方向の水平距離に１.２５を乗じて得たものに５メ

ートルを加えたもの）かつ、軒の高さ７メートル 

備考 

 １ この表において「一般住宅地区」とは、所沢松が丘地区地区計

画の計画図に表示する一般住宅地区をいう。 

２ この表において「林間住宅地区」とは、所沢松が丘地区地区計

画の計画図に表示する林間住宅地区をいう。 

３ この表において「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する

位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低

差が３メートルを超える場合においては、その高低差３メートル

以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。 



４ 東所沢ところざわサクラタウン周辺地区地区整備計画区域 

項目 基準 

建築物の

用途の制

限 

Ａ地区 次に掲げる用途に供する建築物 

⑴ 法別表第２（い）項第１号から第３号

までに掲げるもの 

⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律（昭和２３年法律第１

２２号）第２条第６項及び第９項に定

める営業の用に供するもの 

Ｂ地区 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

関する法律第２条第６項及び第９項に定

める営業の用に供する建築物 

建築物の

容積率の

最高限度 

Ａ地区 １０分の３０ 

Ｂ地区及びＣ

地区 

１０分の２０ 

建築物の

高さの最

高限度 

Ａ地区 地盤面から６０メートル（建築物の各部

分の高さは、前面道路の反対側の境界線

からの水平距離が２５メートル以下の範

囲内においては、当該建築物の各部分か

ら前面道路の反対側の境界線までの水平

距離に１.２５を乗じて得たもの） 

備考 

 １ この表において「Ａ地区」とは、東所沢ところざわサクラタウ

ン周辺地区地区計画の地区整備計画図に表示するＡ地区をいう。 

２ この表において「Ｂ地区」とは、東所沢ところざわサクラタウ

ン周辺地区地区計画の地区整備計画図に表示するＢ地区をいう。 

３ この表において「Ｃ地区」とは、東所沢ところざわサクラタウ

ン周辺地区地区計画の地区整備計画図に表示するＣ地区をいう。 

４ この表において「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する

位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低

差が３メートルを超える場合においては、その高低差３メートル

以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。 

５ 三ケ島工業団地周辺地区地区整備計画区域 

項目 基準 

建築物の

用途の制

Ａ地区及びＢ

地区 

次に掲げる用途に供する建築物 

⑴ 法別表第２(わ)項に掲げるもの 



限 ⑵ 公衆浴場 

⑶ 診療所 

⑷ 老人福祉センター、児童厚生施設そ

の他これらに類するもの 

⑸ 自動車教習所 

⑹ 畜舎 

⑺ カラオケボックスその他これらに類

するもの 

⑻ 保育所（当該地区内の事業所又は当

該地区内で協働して事業を行うため設

立された中小企業等協同組合法（昭和

２４年法律第１８１号）に定める事業

協同組合等が設置する保育所を除く。） 

Ｃ地区 次に掲げる用途に供する建築物以外の建

築物 

⑴ 法別表第２(い)項第１号から第９号

までに掲げるもの 

⑵ 法別表第２(は)項第５号に掲げるも

の 

⑶ 前２号に掲げる建築物に附属するも

の（令第１３０条の５に規定する建築

物を除く。） 

建築物の

敷地面積

の最低限

度 

Ａ地区 ５００平方メートル。ただし、次の各号の

いずれかに該当する場合は、この限りで

ない。 

⑴ 当該地区内の事業所又は当該地区内

で協働して事業を行うため設立された

中小企業等協同組合法に定める事業協

同組合等が設置する保育所の敷地とし

て使用するもの 

⑵ 当該地区内で協働して事業を行うた

め設立された中小企業等協同組合法に

定める事業協同組合等の事務所の敷地

として使用するもの 

⑶ 法別表第２(い)項第９号に規定する

公益上必要な建築物の敷地として使用

するもの 



⑷ 現に存する所有権その他権利に基づ

く土地であって、土地区画整理事業に

よる換地処分又は仮換地の指定を受け

て建築物の敷地として使用するならば

この項の規定に違反することとなる土

地について、その全部を一の敷地とし

て使用するもの 

Ｂ地区 ３，０００平方メートル。ただし、次の各

号のいずれかに該当する場合は、この限

りでない。 

⑴ 当該地区内の事業所又は当該地区内

で協働して事業を行うため設立された

中小企業等協同組合法に定める事業協

同組合等が設置する保育所の敷地とし

て使用するもの 

⑵ 当該地区内で協働して事業を行うた

め設立された中小企業等協同組合法に

定める事業協同組合等の事務所の敷地

として使用するもの 

⑶ 法別表第２(い)項第９号に規定する

公益上必要な建築物の敷地として使用

するもの 

⑷ 現に存する所有権その他権利に基づ

く土地であって、土地区画整理事業に

よる換地処分又は仮換地の指定を受け

て建築物の敷地として使用するならば

この項の規定に違反することとなる土

地について、その全部を一の敷地とし

て使用するもの 

Ｃ地区 １５０平方メートル。ただし、次の各号の

いずれかに該当する場合は、この限りで

ない。 

⑴ 法別表第２(い)項第９号に規定する

公益上必要な建築物の敷地として使用

するもの 

⑵ 現に存する所有権その他権利に基づ

く土地であって、土地区画整理事業に



よる換地処分又は仮換地の指定を受け

て建築物の敷地として使用するならば

この項の規定に違反することとなる土

地について、その全部を一の敷地とし

て使用するもの 

壁面の位

置の制限 

Ａ地区 １.０メートル又は５.０メートル（建築

物の外壁又はこれに代わる柱の面と敷地

境界線等との距離は、計画図に表示する

壁面の位置の制限のとおりとする。）。た

だし、次の各号のいずれかに該当する場

合は、この限りでない。 

⑴ 守衛所その他これらに類する安全

上、保安上やむを得ないもの 

⑵ 当該地区内の事業所又は当該地区内

で協働して事業を行うため設立された

中小企業等協同組合法に定める事業協

同組合等が設置する保育所 

⑶ 当該地区内で協働して事業を行うた

め設立された中小企業等協同組合法に

定める事業協同組合等の事務所 

⑷ 法別表第２(い)項第９号に規定する

公益上必要な建築物 

Ｂ地区 ２.０メートル、５.０メートル、１５.０

メートル又は２５.０メートル（建築物の

外壁又はこれに代わる柱の面と敷地境界

線等との距離は、計画図に表示する壁面

の位置の制限のとおりとする。）。ただし、

次の各号のいずれかに該当する場合は、

この限りでない。 

⑴ 守衛所その他これらに類する安全

上、保安上やむを得ないもの 

⑵ 当該地区内の事業所又は当該地区内

で協働して事業を行うため設立された

中小企業等協同組合法に定める事業協

同組合等が設置する保育所 

⑶ 当該地区内で協働して事業を行うた

め設立された中小企業等協同組合法に



定める事業協同組合等の事務所 

⑷ 法別表第２(い)項第９号に規定する

公益上必要な建築物 

Ｃ地区 １.０メートル（建築物の外壁又はこれに

代わる柱の面と敷地境界線等との距離

は、計画図に表示する壁面の位置の制限

のとおりとする。）。ただし、次の各号のい

ずれかに該当する場合は、この限りでな

い。 

⑴ 守衛所その他これらに類する安全

上、保安上やむを得ないもの 

⑵ 法別表第２(い)項第９号に規定する

公益上必要な建築物 

建築物の

高さの最

高限度 

Ａ地区 地盤面から２０メートル 

Ｂ地区 地盤面から３１メートル 

Ｃ地区 地盤面から１０メートル 

備考 

 １ この表において「Ａ地区」とは、三ケ島工業団地周辺地区地区

計画の計画図に表示するＡ地区をいう。 

２ この表において「Ｂ地区」とは、三ケ島工業団地周辺地区地区

計画の計画図に表示するＢ地区をいう。 

３ この表において「Ｃ地区」とは、三ケ島工業団地周辺地区地区

計画の計画図に表示するＣ地区をいう。 

４ この表において「計画図」とは、三ケ島工業団地周辺地区計画

図（地区整備計画図）をいう。 

５ この表において「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する

位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低

差が３メートルを超える場合においては、その高低差３メートル

以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。 

６ 椿峰地区地区整備計画区域 

項目 基準 

建築物の

建蔽率の

最高限度 

１０分の４。ただし、第７条第２項若しくは第４項又はこ

の表の建築物の敷地面積の最低限度の項各号の規定によ

り建築物の敷地面積の最低限度の適用を受けない建築物

については、この限りでない。 

建築物の １５０平方メートル。ただし、次の各号のいずれかに該当



敷地面積

の最低限

度 

する場合は、この限りでない。 

⑴ 第７条第４項の規定により同条第１項の規定の適用

を受けない土地に当該土地に隣接する土地の全部又

は一部を加えて、その全部を一の敷地として使用する

もの（当該敷地の面積が１５０平方メートル未満の場

合に限る。） 

⑵ 次のいずれかに該当する公益上必要な建築物の敷地

として使用するもの 

ア 路線バスの停留所の上家 

イ ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）第２条第１

３項に規定するガス工作物（同条第２項に規定するガ

ス小売事業の用に供するものを除く。）の設置に係る

建築物 

壁面の位

置の制限 

Ａ地区 次の各号に掲げる敷地境界線等の区分に応じ当

該各号に定める数値（建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面と当該敷地境界線等との距離とす

る。） 

⑴ 隣地境界線 １．０メートル。ただし、次の

いずれかに該当する場合は、この限りでない。 

ア 物置その他これに類する建築物で軒の高

さが２．３メートル以下で、かつ、床面積の

合計が５平方メートル以内のもの 

イ 車庫（駐輪場を含む。以下この表において

同じ。）で床面積の合計が３０平方メートル

以内のもの 

ウ 第７条第２項若しくは第４項又はこの表

の建築物の敷地面積の最低限度の項各号の

規定により建築物の敷地面積の最低限度の

適用を受けない建築物 

⑵ 道路境界線 １．２メートル。ただし、次の

いずれかに該当する場合は、この限りでない。 

ア 物置その他これに類する建築物で軒の高

さが２．３メートル以下で、かつ、床面積の

合計が５平方メートル以内のもの 

イ 車庫で床面積の合計が３０平方メートル

以内のもの 

ウ 第７条第２項若しくは第４項又はこの表



の建築物の敷地面積の最低限度の項各号の

規定により建築物の敷地面積の最低限度の

適用を受けない建築物 

⑶ 都市緑地（狭山丘陵緑地）境界線５．０メー

トル。ただし、次のいずれかに該当する場合は、

この限りでない。 

ア 物置その他これに類する建築物で軒の高

さが２．３メートル以下で、かつ、床面積の

合計が５平方メートル以内のもの 

イ 第７条第２項若しくは第４項又はこの表

の建築物の敷地面積の最低限度の項各号の

規定により建築物の敷地面積の最低限度の

適用を受けない建築物 

Ｂ地区 次の各号に掲げる敷地境界線等の区分に応じ当

該各号に定める数値（建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面と当該敷地境界線等との距離とす

る。） 

⑴ 隣地境界線 １．０メートル。ただし、次の

いずれかに該当する場合は、この限りでない。 

ア 物置その他これに類する建築物で軒の高

さが２．３メートル以下で、かつ、床面積の

合計が５平方メートル以内のもの 

イ 車庫で床面積の合計が３０平方メートル

以内のもの 

ウ 第７条第２項若しくは第４項又はこの表

の建築物の敷地面積の最低限度の項各号の

規定により建築物の敷地面積の最低限度の

適用を受けない建築物 

⑵ 道路境界線 ２．０メートル（建築物の最高

高さが１０メートル以下のものにあっては、

１．２メートル）。ただし、次のいずれかに該当

する場合は、この限りでない。 

ア 物置その他これに類する建築物で軒の高

さが２．３メートル以下で、かつ、床面積の

合計が５平方メートル以内のもの 

イ 車庫で床面積の合計が３０平方メートル

以内のもの 



ウ 第７条第２項若しくは第４項又はこの表の

建築物の敷地面積の最低限度の項各号の規定

により建築物の敷地面積の最低限度の適用を

受けない建築物 

⑶ 都市緑地（狭山丘陵緑地）境界線５．０メー

トル。ただし、次のいずれかに該当する場合は、

この限りでない。 

ア 物置その他これに類する建築物で軒の高さ

が２．３メートル以下で、かつ、床面積の合

計が５平方メートル以内のもの 

イ 第７条第２項若しくは第４項又はこの表の

建築物の敷地面積の最低限度の項各号の規

定により建築物の敷地面積の最低限度の適

用を受けない建築物 

備考 

１ この表において「Ａ地区」とは、椿峰地区地区計画の計画図に

表示するＡ地区をいう。 

２ この表において「Ｂ地区」とは、椿峰地区地区計画の計画図に

表示するＢ地区をいう。 

３ この表において「計画図」とは、椿峰地区計画図（地区整備計

画図）をいう。 

４ この表において「都市緑地（狭山丘陵緑地）境界線」とは、計

画図に表示する都市緑地の境界線をいう。 

７ フラワーヒル地区地区整備計画区域 

項目 基準 

建築物の

用途の制

限 

次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物 

⑴ 一戸建ての住宅 

⑵ 長屋（住戸の数が２以下のものに限る。） 

⑶ 住宅で次に掲げる用途を兼ねるもののうち、延べ面積

の２分の１以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げるこ

れらの用途に供する部分の床面積の合計が５０平方メー

トル以内のもの 

ア 事務所 

 イ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する

施設 

⑷ 診療所 



⑸ 公益上必要な建築物で次に掲げるもの 

ア 郵便局（延べ面積が５００平方メートル以内のも

の） 

イ 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物

（延べ面積が６００平方メートル以内のもの） 

ウ 公園内の公衆便所又は休憩所 

エ 路線バスの停留所の上家 

オ 公衆電話所 

カ ガス事業法第２条第１３項に規定するガス工作物

（同条第２項に規定するガス小売事業の用に供するも

のを除く。）の設置に係る建築物 

⑹ 当該地区整備計画区域内に居住する者の利用に供する

建築物で次に掲げるもの 

ア 集会所 

イ 防災備蓄倉庫その他これに類するもの 

⑺ 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する建築物で次

に掲げるもの 

ア 当該事業の事業者の利用に供する休憩所 

イ 駐輪場（路線バスを利用する者の利用に供する駐輪

場に限る。） 

⑻ 前各号の建築物に附属するもので第一種低層住居専用

地域内に建築することができるもの 

建築物の

容積率の

最高限度 

１０分の１０ 

建築物の

建蔽率の

最高限度 

１０分の５（法第５３条第３項第２号の基準に該当する建

築物にあっては、１０分の６）。ただし、第７条第２項若

しくは第４項又はこの表の建築物の敷地面積の最低限度

の項各号の規定により建築物の敷地面積の最低限度の適

用を受けない建築物については、この限りでない。 

建築物の

敷地面積

の最低限

度 

１５０平方メートル。ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合は、この限りでない。 

⑴ 第７条第４項の規定により同条第１項の規定の適用

を受けない土地に当該土地に隣接する土地の全部又は

一部を加えて、その全部を一の敷地として使用するもの

（当該敷地の面積が１５０平方メートル未満の場合に

限る。） 



⑵ 次に掲げる公益上必要な建築物の敷地として使用する

もの 

 ア 郵便局 

イ 公園内の公衆便所又は休憩所 

ウ 路線バスの停留所の上家 

エ 公衆電話所 

オ ガス事業法第２条第１３項に規定するガス工作物

（同条第２項に規定するガス小売事業の用に供する

ものを除く。）の設置に係る建築物 

⑶  当該地区整備計画区域内に居住する者の利用に供する

防災備蓄倉庫その他これに類する建築物の敷地として使

用するもの 

⑷ 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する建築物の敷

地として使用するもので次に掲げるもの 

ア 当該事業の事業者の利用に供する休憩所 

イ 駐輪場（路線バスを利用する者の利用に供する駐輪

場に限る。） 

壁面の位

置の制限 

次の各号に掲げる隣地境界線等の区分に応じ当該各号に

定める数値（建築物の外壁又はこれに代わる柱の面と当該

隣地境界線等との距離とする。） 

⑴ 隣地境界線 １．０メートル。ただし、次のいずれか

に該当する場合は、この限りでない。 

ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が

３．０メートル以下のもの 

イ 物置で軒の高さが２．３メートル以下で、かつ、床

面積の合計が５平方メートル以内のもの 

ウ 外壁を有しない車庫（駐輪場を含む。以下この表に

おいて同じ。）で床面積の合計が３０平方メートル以

内のもの 

エ 路線バスの停留所の上家並びに一般乗合旅客自動車

運送事業の事業者の利用に供する休憩所及び駐輪場

（路線バスを利用する者の利用に供する駐輪場に限

る。） 

オ 第７条第２項若しくは第４項又はこの表の建築物の

敷地面積の最低限度の項各号の規定により建築物の敷

地面積の最低限度の適用を受けない建築物 

⑵ 道路境界線 ０．６メートル。ただし、次のいずれか



に該当する場合は、この限りでない。 

ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が

３．０メートル以下のもの 

イ 物置で軒の高さが２．３メートル以下で、かつ、床

面積の合計が５平方メートル以内のもの 

ウ 外壁を有しない車庫で床面積の合計が３０平方メー

トル以内のもの 

エ 路線バスの停留所の上家並びに一般乗合旅客自動車

運送事業の事業者の利用に供する休憩所及び駐輪場

（路線バスを利用する者の利用に供する駐輪場に限

る。） 

オ 計画図に表示する壁面の位置の制限（適用除外範囲）

の道路に面する部分 

建築物の

高さの最

高限度 

地盤面から１０メートル（建築物の各部分の高さは、当該

部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線まで

の真北方向の水平距離に１．２５を乗じて得たものに５メ

ートルを加えたもの）かつ、軒の高さ７メートル。ただし、

建築物の各部分の高さの算定においては、法第５６条第７

項第３号の規定は適用しない。 

備考 

１ この表において「計画図」とは、フラワーヒル地区計画図（地

区整備計画図）をいう。 

２ この表において「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する

位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低

差が３メートルを超える場合においては、その高低差３メートル

以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。 

 


